
子育て世代を定着させる企業にしませんか?
令和7年10月1日より「柔軟な働き方を実現するための措置」が施行されます
施行までに、「過半数労働組合等の意見聴取」と「就業規則への規定」が必要です

就業規則の整備を進め、両立支援等助成金(育休中等
業務代替支援コース)を申請しませんか?

厚生労働省 沖縄労働局 雇用環境・均等室 【指導担当TEL】098-868-4380(措置に関して)
【企画担当TEL】098-868-4403(助成金に関して)




